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消費者保護政策委員会（第６回） 

令和８年４月６日 

 

１ 日時：令和８年４月６日（月）15:00～17:00 

２ 開催形式：Web会議 

３ 出席者 

○構成員 

平野主査、黒坂主査代理、青柳委員、浅川委員、牛房委員、木村たま代委員、木村嘉子委

員、森委員、吉岡委員、吉永委員 

○総務省 

吉田電気通信事業部長、飯嶋料金サービス課長、内藤消費者契約適正化推進室長、久保田

消費者契約適正化調整官 

 

４ 議事要旨 

【平野主査】  皆様、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。定刻と

なりましたので、第６回情報通信審議会電気通信事業政策部会消費者保護政策委員会を開

催いたします。 

 本日は、構成員10名のところ、お二人が後々参加されると伺っております。また、本日

の会議は、ウェブ会議による開催とさせていただいております。 

それでは早速、議事に入らせていただきたいと思います。 

 議題「ＤＸ、確認措置及びＴＣＡの宣言を踏まえた取組のフォローアップについて」で

ございます。まず、議事の（１）事務局説明をよろしくお願いいたします。 

【内藤消費者契約適正化推進室長】  事務局でございます。皆様、本日もよろしくお願

いいたします。 

 事務局資料として、今、「資料１」と右肩についたものが投影されているかと思いますけ

れども、こちらと、参考資料として１、２もついておりますが、諮問関連の資料といたし

まして、今投影されている資料１をベースに御説明させていただければと思います。 

 こちらのほうに審議会への諮問事項として５項目挙げさせていただいております。（１）

から（３）につきまして、前回会合、中間論点整理の際にそれまでの議論を一旦整理させ

ていただいているというところではございますけれども、今回の会合では、これまで扱っ
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ていなかった（４）と（５）の部分について取り扱わせていただければと思っております。 

 （４）、トピックの４ですけれども、こちら、ＤＸの進展を踏まえた対応といったところ

で諮問をさせていただいておりまして、こちらは第１回の会合の際に諮問内容の説明とし

て出させていただいた資料をベースにしたものでございます。現状と課題といたしまして、

ＤＸは新しいトレンドでございますけれども、ＡＩも含めて最新の技術を利用するという

ところで、事業者さん、代理店さん、そして消費者、それぞれの関係者に大きな利便性を

もたらすというところは皆様共通の認識であるように思っております。 

 一方で、オンラインで契約・解約等の手続をされる際に、人の説明がないとか、あと、

画面の設計としてダークパターンのような話も最近指摘されております。そうした中で、

オンライン化、電子化に固有のトラブルというところで、もしかすると消費者が正しく理

解をしないままに手続を進めており、適切な意思表示が行われていないといった場合も想

定されるのかなというところでございます。そうした中で、利用者にもたらされるメリッ

ト・デメリットにつきまして、プロアクティブな形で両者を比較検討することで、ＤＸの

取組を適切に進めていくことができればと考えております。 

 検討のスコープ案のところ、こちらは第１回からの繰り返しにはなっておりますが、２

点挙げさせていただいております。２点目は一般的な話といたしまして、今後想定される

利用者トラブルにプロアクティブに対処していきましょうというところでございます。 

 １点目は、特にこれまでも議論を積み重ねてきている事項でして、契約書面の電子交付

の原則化ができるのかといった議論になりますが、こちらの取組につきましてはトピック

スとして特出しさせていただいております。また、赤字で小さく追記させていただいてい

るところでございますが、前回の中間論点整理の際に、そうした取組を進める際に、サマ

リーペーパーといった説明の概要がコンパクトに記された一枚紙のようなものを作成する

話と並行して、リンクさせた形で、議論を進めていけるとよいのではないのかといった御

指摘も委員の先生方からございましたので、そうしたところも反映させていただいている

ところでございまして、そうした観点からも御議論いただければと思っております。 

 続いて、諮問事項でトピック５としているところ、こちら諮問させていただいた際には

その他として、市場環境の変化を踏まえた制度の再検討といったところで、特に具体的に

内容を挙げていなかったところではございますけれども、今回、初期契約解除の制度の中

で、特に移動体に適用される確認措置の現状を少し検証して、ルールの在り方を御議論い

ただければと思っております。 
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 内容といたしましては、資料で赤枠で囲っているところでございますけれども、こちら

につきまして簡略に御説明させていただきます。モバイル、移動体のサービスについて、

初期契約解除制度の例外的な措置といたしまして、各事業者が総務大臣の認定を受ける形

で確認措置という制度が存在しておりまして、通信サービスだけでなくて端末等も含めて

解約ができるといったメリットがあるように認識しているところでございます。一方で、

初期契約解除制度、こちらは期間内、通常８日でございますけれども、こちらであれば無

条件で解約ができる一方で、確認措置制度につきましては、期間内であっても、電波の状

況の問題とか法令遵守の基準に適合しない対応があったような場合といった形で、一定の

条件が課されるといった部分もございます。 

 そうした制度のバランス的なものでこれまで成り立ってきたものが、昨今、違約金の上

限規制の話とか、ＳＩＭロックの原則禁止が導入されたことで、制度が出来た当初と比べ

ると制度・市場の環境が変化している中で、いま一度この制度のメリット・デメリットの

バランスを点検するところが必要なのかなというところで今回諮問させていただいている

ところではございます。 

 その他、資料の赤枠の外のところにございまして、今回の会合の議論の対象外ではござ

いますけれども、モバイルに限らず固定系のサービスにつきましても、現状の初期契約解

除制度の在り方について、今後もし検討の余地があるのであれば検討を深めていくといっ

たところで、今後の論点として赤枠の外の１つの項目を挙げさせていただいているところ

でございます。 

 今回、これらのＤＸと確認措置の関係につきまして、事業者様からのヒアリングも予定

しているところではございます。ＤＸにつきましては、どういった形で活用されているの

かといった業務の効率化・高度化のようなお話とか、契約手続のＤＸといったところで、

オンラインの契約・解約手続ならではの固有のトラブルといったものへの対処、それと契

約書面の電子交付をめぐる取組状況、そしてその他の取組としてダークパターンへの取組

状況といったところで、事業者様からヒアリングできればと思っております。 

 また、確認措置につきまして、現状、ＭＮＯ３社が対象となっておりますけれども、そ

ちらの３社から、現状の取組について御説明、プレゼンテーションをいただくというとこ

ろを予定しております。 

 最後のスライドに今回の各社のプレゼンの対象となっている事項について書かせていた

だいております。ＤＸと確認措置が諮問事項でございまして、その他、ＴＣＡの宣言を踏
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まえた取組のフォローアップというところの記載がございますけれども、こちらは店舗で

の入り口と出口における接客、応対の向上の取組になります。こちら昨年の９月から取組

の強化が始まっているというところでございまして、そこから半年程度経ったというとこ

ろで、そのフォローアップというところもＭＮＯの４社様から今回いただくというところ

になります。今回、議論の対象となる事項が多岐にわたっているというところではござい

ますけれども、事業者の皆様からのプレゼンテーションも踏まえて委員の皆様に御議論い

ただければと思っております。 

 また、こちらの資料には特に記載ございませんが、この後、ＤＸにつきまして、有識者

の委員の先生からのプレゼンテーションが事業者からのプレゼンテーションの前段として

ございますので、そうしたものも踏まえた上で、御議論、質疑応答をいただければと思っ

ているところでございます。 

 その他詳細は、参考資料にもろもろの現状の制度の状況とか、その背景となるデータ、

情報のようなものもございますので、そちらを御覧いただければと思っているところでご

ざいます。 

 事務局からは以上でございます。 

【平野主査】  御説明ありがとうございました。続いて、議事の（２）委員発表、ＤＸ

に関する発表に入ります。 

 まず、ブレットポイントの１つ目としまして、株式会社日本総合研究所主席研究員／プ

リンシパルの浅川様から御説明をよろしくお願いいたします。 

【浅川委員】  日本総研の浅川です。よろしくお願いいたします。 

 今、総務省内藤様から御説明ありましたように、ＤＸの進展を踏まえた消費者保護ルー

ルの在り方という議論に当たって、ＤＸの進展の部分、かなり一般的な話になるとは思い

ますが、この後議論する際にベースとなるような基礎的な情報というところで共有させて

いただければと思います。お題として、通信業界及びその他業界というところで国内外を

見た上で、ちょっと簡単な示唆的なところも含めて御説明させていただければと思います。 

 次のページお願いいたします。この後の御説明ですけれども、青の四角３つ、３つの章

構成でお話しさせていただければなと思います。１つ目は、左上のまず、国内の通信業界

というところでトレンド、ＤＸ・オンラインがどういうふうに進んでいるかという簡単な

トレンドと、それがどう進んでいるのかというものの背景、それからダークパターンの実

態というところです。その次、下です。通信業界といっても、海外の部分でも同様に御説
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明させていただければなと。もう一つ、右半分は、通信業界以外というところで、これは

国内のみなりますけれども、通信以外にも建設とか不動産といったところでオンライン契

約、ＤＸが進んでいる産業がございますので、そこの部分についてもお話しさせていただ

ければなと思っております。通信業界以外、それから海外の部分からは、簡単な示唆も含

めてお話しさせていただければと思います。 

 次のページをお願いいたします。ここからは、３つのうちの一つ、国内の通信業界とい

うところをお話しさせていただければと思います。 

 次のページをお願いします。これもＭＭＤさんの公開されている資料から拝借したもの

ですけれども、皆様御存じのとおり、契約プロセス、特に携帯電話はフルデジタル化が進

んでおります。オンライン専用プラン、ａｈａｍｏ、ｐｏｖｏ、ＬＩＮＥＭＯといったと

ころのオンライン専用プランが今、大体約１割を占めるまでに成長したと言われます。左

側のパイグラフでいうと青の矢印をつけたところ、ここを足し合わせると１割ぐらいにな

っているというところです。背景としては、ｅＳＩＭが標準化されているというところで

即時開通が比較的当たり前になってきているというところと、あと、ＭＮＰのワンストッ

プというところがそれなりに浸透してきたかなというところで、オンラインの乗換えハー

ドルが低下したというところも背景の要因であると思います。 

 次のページお願いいたします。こちらは参考で後ほど御覧いただければと思います。ｅ

ＳＩＭ選択の増加傾向、それぞれ各所発表されているところがありますけれども、整理さ

せていただいております。右半分は乗換え先です。新しく契約する会社の手続だけで完結

する、表の中でいうと「不要」と書いた部分です。最初に、今の会社からＭＮＰ予約番号

を発行してもらうという手順が、これが結構ネックになっていると言われておりましたが、

そこがなくなってワンストップで行えるようになったというところは大きいかなと思いま

す。 

 次のページをお願いいたします。そういった普及の背景の要因としていろいろ整理はあ

ると思いますが、主には国家的な戦略、それから法規制、企業利益、社会変容、そういっ

たものが背景になって普及しているのかなと見ております。左上の枠は政治・行政による

デジタル化の積極推進というところで、政府による推進が業界全体のルールにやっぱり影

響しているというところ。それによって値下げが進んでいる。先ほどありましたワンスト

ップとか、あとはｅＫＹＣの法的な整備というところは非常に大きいと言われております。 

 右上は通信キャリアさんの戦略というところです。やっぱりオンライン化というのは、
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企業様にとっては利益を左右する重要課題の一つとなりますので、そういったところで積

極的な推進が進んでいくというところと、ある意味、物理的な店舗とかリアルからのオン

ライン化というところで、膨大なリアルにまつわる物理コストの削減は大きいと言われて

いるかなと思います。 

 左下は、技術革新の部分です。オンライン化が進んできて、当初は難しい・不安という

話もあったと思いますけれども、そういった障壁を技術で解決してきているというところ

もあると思います。あとは、マイナンバーカードがインフラ化してきたというところも大

きいかなと思います。 

 右下は、ちょっと時間はたちますけれども、やっぱりパンデミックが生んだデジタル完

結の常識化というところは、背景としては大きいかなと見ております。 

 次のページお願いいたします。普及に関しまして、やっぱりメリット・デメリットの整

理は必要かなというところで、左半分がメリット、右側がデメリット。左側を御覧いただ

きまして、表の中の上段、消費者にとってのメリットと、企業社会的な視点からのメリッ

トに分けて３つ、３つで整理しております。 

 消費者にとっては、24時間いつでも即時開通できるとか、固定費の削減、手続の簡略化

は明らかなメリットだと思いますし、企業社会にとっても、大幅なコストカットとか、最

近ですと環境負荷の低減にも寄与していると思います。あとは、デジタル化によって契約

ミス等の軽減というところにも寄与している。 

 逆に、デメリットの部分、右側です。特にお年寄りの方にとっては、対面相談の不可と

いうところはデメリットとして挙げられますし、便利な反面、デジタル格差が拡大してい

るとも言われております。企業にとっては、店舗が減る、コスト削減という側面はありま

すが、ある意味、店舗を介してマーケティング、ブランディング構築がこれまでなされて

きたわけですけれども、その部分が希薄化してくるというところで、ある意味ブランドロ

イヤリティーの低下もデメリットとして語られるようになっているかなというところと、

あとは、この後ダークパターンの説明をさせていただきますが、やっぱり不正契約のリス

クもはらんでくるというところはデメリットの一つとして挙げられるところかと思います。 

 次のページをお願いいたします。ダークパターンの実態というところで４点で整理して

おります。いろいろ整理の仕方はありますが、一番上、Ｒｏａｃｈ Ｍｏｔｅｌ、いわゆ

るゴキブリホイホイ型というところで、入ったはいいですけれども、なかなか解約メニュ

ーに行き着きにくいような形になっている場合があるというところです。 
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 ２段目はＳｎｅａｋｉｎｇで、デフォルト・オンという言い方をすることもありますけ

れども、結構、月額料金とかオプションみたいなところで最初からチェックが入っている

ようなケース、そういったところも見受けられると。 

 それから、Ｃｏｎｆｉｒｍ ｓｈａｍｉｎｇというところは、日本語で書くとちょっと

きつくなりますけれども、感情的脅迫というような言い方をされたりします。解約ボタン

を押すと、損する道を選ぶといった、自尊心を傷つけるような文言、自尊心というか、解

約したらこんなにもったいないですよとか、こんなにデメリットがありますよみたいなと

ころをにおわせて、選択しにくくなっているようなケースも見受けられるというところ。 

 あとは、偽の緊急性というところで、リロードするとリセットされる嘘のカウンタータ

イマーみたいなところですけれども、あと何秒以内にみたいなところでせかすことによっ

て有利誤認みたいなところにつながってしまうというようなところがあるというところで、

大きくはこういった４つのようなダークパターンが実際に上がってきているというふうに

なってきておりますというところです。 

 次のページをお願いいたします。ここからは、駆け足で恐縮ですけれども、２つ目の固

まりというところです。今簡単に国内の状況を説明させていただきましたけれども、海外

の部分も同様に整理しております。海外といいましても広いですが、主に欧米を見ており

ます。 

 次のページをお願いいたします。こちらは欧州のほうを１枚で整理しております。字が

ちょっと小さくて恐縮ですけれども、左の一番濃いところ、契約の普及実態というところ

で、欧州はかなりやはり新規契約・ＭＮＰのオンライン比率が伸びてきているというとこ

ろで、ＥＵ全体でいうと45％から60％、半分ぐらいは進んでいると言われております。そ

の中でも、以前からＤＸ先進国と言われているようなエストニアとか北欧系、デンマーク、

フィンランドでは、オンライン経由の契約がもう80％以上を占めているというところで、

物理的な店舗は、高齢者向けの対面相談とか、複雑なビジネスの説明の場、契約の場に限

定するといったような運用がなされています。あとは、ｅＳＩＭの寄与というところ、オ

ンライン契約者のうちの70％以上はｅＳＩＭを選択と言われており、こういった普及が実

際に進んでいるというところです。 

 背景的な要因は、薄い水色の部分で書いておりますけれども、ＥＵＤＩウォレット、電

子ウォレットによるデジタル・オンボーディングが進んでいるというところで、それによ

って手続は相応に削減されるというところであったり、また、適格電子署名が活用されて
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いるというところで、電子ウォレット内で法的拘束力のある署名が可能になるというとこ

ろで、格段に紙の書類やＰＤＦへのサイン、郵送のプロセスが削減されることが進んでい

ると言われております。欧州というところで、越境契約。例えばドイツのウォレットを使

ってフランスのＯｒａｎｇｅ、フランスの携帯電話会社と即時契約ができるといったとこ

ろも背景要因としては後押しになっているというところです。 

 それから、主要キャリアのデジタル・オンリー戦略というところです。右側に、ちょっ

と細かいですけれども、日本で言うＬＩＮＥＭＯとかｐｏｖｏといったような形のものが

各キャリアさんから出ておりまして、契約からサポートまで100％オンラインで行われる

といったようなデジタル・オンリーサービスがそれなりに普及しているというところも後

押しになっていると言われております。 

 次のページをお願いいたします。米国も同様に整理しておりますけれども、米国も新規

契約のオンライン割合は半分近くに達していると推定されております。米国でもデジタル・

オンリーブランドが進んでいるというところも欧州と同様というところです。 

 背景もかなり欧州と似通ってきますが、少し違うのは、ｅＳＩＭ専用モデルによる契約

体系の激変というところです。一つは、米国版のｉＰｈｏｎｅは14から物理ＳＩＭスロッ

トを廃止しているというところで、日本よりも少し先行したというところと、あと、Ｔｒ

ｙ Ｂｅｆｏｒｅ Ｙｏｕ Ｂｕｙというところで、オンライン上でアプリをダウンロー

ドするだけで、現在のキャリアを解約せずにある一定期間無料で乗換えを検討している先

のキャリアの通信・通話が体験できるというところです。これは結構、米国とか広い地域

というのは、本当に替えたときに電波が入るの、入らないのみたいなところが障壁になっ

て、今までは店舗に行っていたところがオンラインで済むようになっているというところ

は、米国の少し特徴的なところかなというところ。 

 それからあと、本人確認というところでＫＹＣの推進というところが背景になっている。

これは似たようなところです。 

 あと、ビジネス変化というところを書いていますが、オンライン化によって、新たなビ

ジネス戦略への転換が進んでいると言われております。例えば、一番下の店舗ショールー

ム化。今までは複雑な契約とか高齢者対応といったところでしたが、むしろ店舗だからこ

そというところで、ゲーミングであったり、ＶＲ体験であったり、そういう体験施設にビ

ジネス戦略とかモデルを変えて、そういった場ですよというふうに転換してきているとい

うのが一つの特徴かなというところを思っております。 
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 次のページをお願いいたします。ここで普及の背景要因を欧米をまとめて整理しており

ます。これまで説明しておりますので、分類的には、左側、青い部分、ハードウェアのそ

れなりに強制的な移行があったというところと、あとは公的デジタル身分証の義務化が進

んでいる。先ほど説明しましたＴｒｙ＆Ｂｕｙモデルの定着も一つの大きな要因だと思っ

ております。それから、欧米におきましても、デジタル・オンリーブランドがどんどん出

てきている。特に新興勢力はそこに力を入れているというところが背景になっているかな

と思います。 

 次のページをお願いいたします。ダークパターンの実態というところで、左側はＥＵ、

右側は米国という整理をしております。日本とそんなに大きくは変わらない整理かなと思

っております。左側、視覚的干渉というところで、高額プラン等を派手に目立つようにし

て、そこでボタンを押しやすそうにしているというところとか、しつこさ・煩わしさとい

う、分かりやすい形、勧誘ポップアップを執拗に表示するみたいなところ、また、罪悪感

あおりというところで、それは少し説明しました、「私は損をすることを選びます」的な選

択肢の表現の仕方が出てくるというようなところ。米国のほうも、Ｒｏａｃｈ Ｍｏｔｅ

ｌ、ゴキブリホイホイ型であったり、あとはコスト隠しというところで、広告では安価に

見せているけれども、結局、最終場面では、隠れた手数料が小出しに重なってくるという

ところであったり、あと、右下、デフォルト・オンというところ、これも日本と同様にこ

ういったところが見られているというところでございます。 

 次のページお願いいたします。これは日本の通信業界への示唆というところで整理され

ております。利便性と、勝手に選択されている状況、強制的選択の境界線をやっぱりしっ

かり明確化しましょうとか、あとは、入り口だけではなくて出口、そこの公平性を担保し

ましょうといったところ。それから最後、デジタル身分証（マイナンバーカード）活用に

よって透明性を確保しましょうといったところが、ベースとしては重要な示唆となるので

はないかと見ております。 

 次のページをお願いいたします。ちょっと駆け足で恐縮ですけれども、最後の固まりに

なります。ここまでは通信業界のお話ですけれども、通信業界以外というところで15ペー

ジをお願いいたします。日本の国内ですと、オンライン契約が進んでいる業界としては、

不動産、建設・リフォーム、製造業、金融業といったところで、売買・賃貸契約、下請・

請負契約であったり、あと受発注、それから各種ローン契約といったところの電子化が進

んでおります。 
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 次のページをお願いいたします。こちらのダークパターンとしては、幾つか出ておりま

す。不動産業の場合、情報の隠蔽・偽の喫緊性というところで、おとり物件で来店誘発し

たり、架空の閲覧者数表示をして即時契約に結びつけるとか。建設業は、デジタル化の強

制というところです。建設業界は、2024年問題で効率化が進んでおりましたけれども、そ

ういった中で、特定の有料システムの導入を強制に促していくとかそういったことも聞い

てきているというところ。あとは、製造業のスニーキングといったところは、先ほどの御

説明と同様です。金融業も、金融サービス等の契約において、結構お金に関するところで

すので、誘導・恥の植付けみたいなところで、選択せざるを得ない、選択しやすくなって

いるというようなところが見えてきているというところでございます。 

 次のページをお願いいたします。各業界いろいろ取組はありますが、共通的にその対応

策として３つ整理しております。やっぱり法規制・行政の介入というところで、例えば改

正消費者契約法等で強化するとか、あとは自主規制も各種進んでおります。ガイドライン

等というところが、私なんかが見ていると、特に不動産業界みたいなところはしっかりし

たものがそろってきているのかなと思います。あとは、ＡＩが進んでおりますので、レギ

ュレーションテック、リーガルテックというところで、例えば契約書のＡＩによる診断を

するとか、自社にとって不利条項をＡＩで可視化するみたいなところが進んでいるという

ところで、テクノロジー、規制、行政介入といったところが一体的に進んでいるというと

ころは共通的な対応かなと見ております。 

 次のページお願いいたします。ここは最後、示唆というところで書いております。これ

も通信業界に対してもいろいろなことが言えると思いますけれども、一つは入り口と出口

というところで、契約と解約の完全な対称性というところ。真ん中は、結構、デジタルで

すので、最初のオプションみたいなところがついているというところで、デフォルトの設

定は、便利な側面はありますが、倫理的にちゃんと見直しましょうという点も重要だと思

います。あとは、便利ではありますが、その分隠れてしまうところもありますので、情報

の非対称性をしっかり解消しましょうというところがポイントになるかなと思っておりま

す。 

 すみません、かなり駆け足になりましたけれども、以上、私のほうからの説明とさせて

いただきます。ありがとうございました。 

【平野主査】  ありがとうございました。それでは早速ですが、次に続いて、ブレット

ポイントの２つ目、株式会社企代表取締役、慶応義塾大学Ｘ Ｄｉｇｎｉｔｙセンター副
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代表、黒坂様、御説明よろしくお願いいたします。 

【黒坂主査代理】  黒坂でございます。私から10分ほどお時間いただきまして、「消費者

行政とＤＸに関する小考察」としてお話をさせていただきます。 

 次お願いいたします。会社名はクワダテと読みます。あと、大学のほうはクロスディグ

ニティーと読みます。一昨年、2024年の夏に立ち上げまして、山本龍彦ほか共同代表が何

人かおりまして、私は副代表として、Ｄｉｇｎｉｔｙというのは尊厳ですけれども、テク

ノロジーを人文科学の観点からいかに手懐けていくのかということを議論しようというよ

うな取組でやっている組織でございます。その他もろもろいろいろやっておりますが、今

日はこの辺りは割愛させていただきます。 

 次お願いいたします。ＤＸのお話をするに当たって、そもそもＤＸとは何なのかという

ことを暫定的に仮留めさせてください。というのは、ＡＩ時代になっても、結局ここの定

義が揺らいだままになっているかなと私は感じているからです。 

 やや古い資料になりますが、経産省がＤＸについてまとめられたものをそのまま引用さ

せていただいています。その定義によると、デジタイゼーションがまず最初にある。これ

はアナログとか物理空間にあるデータになってないもの、情報、これをデータ化していく

というようなことです。それが大体できてくると、次にそれを使って何かをするというデ

ジタライゼーションという営みがあります。データ化された様々な実空間にある、あるい

は人間の振る舞いを業務プロセスに落とし込んで、業務プロセスのデジタル化を進めてい

くということです。これらが成熟していくと、デジタルトランスフォーメーションが達成

されて、組織横断とか製造プロセス全体のデジタル化が進むのだというふうにここでは規

定されています。 

 次、お願いいたします。ところが、私の考えですけれども、今の定義は間違ってはいな

いものの、ＤＸは本当にそれで完了なのかというと、かなり違うのではないかと思ってい

ます。そもそもデジタル化というのは非常に深遠な営みであると私は考えております。な

ぜならば、デジタイゼーションという一番最初の入り口のところが、まだ全然終わってな

い、何もできていないに等しいぐらいです。 

 今日はほとんどの方がオンラインで参加されていらっしゃると思いますけれども、ただ、

オンラインでいらっしゃる方々も、必ず物理的な存在として自分の部屋やオフィスで参加

されていますし、あるいは、コロナが終わって一堂に集まろうということもしているわけ

ですけれど、そういった物理的な状態を今我々が全部デジタルの情報としてお互いデジタ
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ル化し共有して、どんな状態なのかということを理解して話しているということはほとん

どないわけです。ほとんどの情報は実は欠損している状態です。 

 ですので、デジタル化を考えて、ＤＸを考えるときには、ずっとこの営みは続くという

前提の下に行かなければいけない。だとすると、デジタイゼーションの次にデジタライゼ

ーションがあり、デジタライゼーションの次は何なのかというと、いきなりＤＸ完了では

なく、デジタライゼーションした後に何が来るのかということだと思います。 

 例えば、デジタルツインをつくろうみたいなことが通信業界ではいろいろなところでソ

リューションとして議論されていますが、私は今日の文脈でいうと、オートメーション、

すなわち業務の自動化をデジタライゼーションの次のステージとして皆さん目指していら

っしゃるのだろうと、あるいは消費者もそういう受け止めをしているのだろうと含意して

いるところでもあります。デジタルで業務を置き換えていって、できる部分に関しては業

務を自動化する、ないしはその業務そのものがなくなっていくということを目指していく、

こういう営みではないかと考えているわけです。 

 次お願いいたします。では、業務の自動化とは何かをもう少し分解しますと、大きくは

２つあるのかなと思っています。まずは完全な業務自動化、２つ目が部分的な業務自動化

です。１つ目は、従来人間が中心となって担っていた業務を機械によって完全に置き換え

て、人間が介在する余地がもうないというような状態を目指しているということです。た

だし、この完全というのは一体どういうことなのかということの定義には実際に幅があり

ます。完全業務自動化ということは業界とかいろいろなところでいろいろな議論があるも

のの、何が何によって置き換えられると完全なのかということは曖昧なところもあります。 

 携帯電話販売とか携帯電話の契約とかということを考えると、ほぼ完全な自動化という

ことはまだ未達の状態だろうと。オンライン完結が大分増えてきたところはあり、業務プ

ロセスの中で量は増えてきていますが、完全なところまで到達しているというものはない

だろうと考えられます。 

 では、何なのかというと、２つ目のところ、部分的な業務自動化、つまり機械によって

業務の一部が置き換えられている状態です。この場合、業務に関連する当事者、直接的な

ステークホルダー、サービスを提供する人たちが業務を担う者として残っているというこ

とを是認する状態です。さらに言えば、機能性や経済性の観点から、あえて積極的に人間

を残しておくということも合理的に選択されるということでもあります。 

 ただし、この自動化の部分をどのように増やしていくのかということがこの部分的な業



 -13-

務化では指向されるところですので、例えば、今我々が携帯電話契約をするときにも、消

費者の来店予約とか手続サポート、あるいは空き時間に動画を見てもらって理解を深めて

もらう、こういったこととか、バックヤード側の業務支援とか、こういったところはどん

どんデジタル化の領域が増えているわけです。 

 先ほどのお話の中でもナッジの話がありましたが、自動化とナッジは何が違うのかとい

うことを少し触れます。ナッジというのは、ユーザー、この場合、システムのユーザーで

すので消費者、事業者、代理店等を問わずシステムを使うユーザーですが、その人たちが

自覚していない気づきを提供して、その人たちの行動変容を促すことを目指した機能だと

いうふうに考えられます。具体的にもう少しシステム的に申し上げますと、プリフェッチ

とかレコメンデーションという言葉が当てはめられるわけですけれども、こういった機能

を実現していくことがナッジであるというふうに考えられます。 

 今、我々は生成ＡＩをチャットボットとしてＣｈａｔＧＰＴとかを盛んに使っているわ

けですけれども、あれも一つのナッジに近いところです。ＵＩに対話という構図を使って

いて、実際我々がプロンプトを入力すると、タタタタタッとあたかも画面の向こう側に人

間がいるかのようにメッセージを送ってくれるわけですけれども、これを用いて納得感を

高めようとしている。こういった取組を今我々は普通のものとして受け入れています。逆

に言うと、これによってハルシネーションでだまされるみたいなことも発生しているわけ

です。 

 ７ページに飛んでいただければと思います。ここから私が２年ほど前にお話しさせてい

ただいた、この委員会の前身の検討会でお話をさせていただいたものをそのまま持ってき

ています。ナッジとは何かということは、ある程度行動科学的な定義がもう定まっている

ところでもあります。今日は説明は割愛いたしますから、この辺りを御覧いただければと。 

 次のページ、８ページ目、ちょっと古いデータですけれど、世界的に通信業界で使われ

ていますし、新しい事例については、先ほど御説明があったところで、もう既にいろいろ

なところで使われているわけです。 

 ９ページ目をお願いいたします。ところが、ナッジだけでは実際には誘導が利かないと

いうことが、実は結構いろいろなところでやってみた結果、出てきているわけです。なの

で、ナッジすること、ナッジして行動変容するときに、変容してもらうとインセンティブ

があるというような状態、ナッジとインセンティブを組み合わせるということが現実的に

は使われることが多いというわけですが、ここに大きな課題があるというのが10ページ目
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で整理したものでございます。 

 ナッジとインセンティブというのは非常に強力なタッグですので、これを適正に使わな

いと、いろいろ誤認させてしまうとか、不利益変更に導いてしまうことがあるわけです。

これは下側、赤で書いてあるような話です。ですので、そういう闇に落ちないために、ナ

ッジによる消費者の啓蒙で、インセンティブはどこまで許容されるのかというようなこと

を消費者目線では考える必要がある。これは２年前に提起したものでございますけれども、

現在も正直変わっておりません。 

 ただ、業務自動化を進めていく中で業務プロセスそのものを見直していく必要があると

きに、このナッジを積極的にあたかも人間が行っているかのように導入していこうという

ことが当然のように入ってきますので、常に注意しなければいけないということだと思っ

ております。このアプローチがいろいろある、対策の方法がいろいろあるというのは先ほ

どのお話もありましたし、規制というアプローチももちろんあれば、システム的なアプロ

ーチもあると。これを今試行錯誤して世界中で考えているという状態だというところでご

ざいます。 

 ６ページ目に戻っていただければと思います。このページが私の最後のまとめです。業

務の自動化というと、どうしてもいろいろな観点で課題がありそうだと思われる方が多い

かと思いますが、私の立場としては、業務の自動化は基本的にどんどん前に進めるべきだ

と考えております。 

 これは黒いところ、真ん中辺りに書かせていただいておりますけれど、社会システム、

情報システム含めてシステム一般の話として、現在の我々が生活している社会におけるシ

ステムというのは、複雑なシステムを複雑に組み合わせることで成立しています。こうい

った複雑掛ける複雑な状態でシステム全体を人間だけで安全に制御することは合理的では

ない。もっと言ってしまうと、多分人間の能力をもう超えているので、不可能であると考

えなければいけないわけです。 

 複雑な業務、複雑掛ける複雑でより複雑さが増していく業務であればあるほど自動化を

進めるというのが、現在の安全思想の原則だと言えます。これは例えば旅客機のようなも

のもそうですし、自動車そのものも既に人間の手に負えないぐらいいろいろな部分で自動

化されている。自動運転という以前に、今我々が普通に乗っている車は、もう本当にコン

ピューターと機械の固まりであると考えていただいていいだろうと思います。 

 一般的にさらに考えますと、こういった複雑なシステムを成立させるデジタル技術によ
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る自動化は、データによって成立しています。さらにそれは、品質の高いデータ、フレッ

シュなデータとか検証可能なデータが必要になりますので、データエコシステムによって

成立・構成されていると考えるべきであろうと。適正なデータの獲得にはＤＸが不可欠で

ある。これは先ほど一番最初のステップはデジタイゼーションだと申し上げたとおりです

ので、ＤＸが不可欠である以上、ＤＸは原則として推進するべきだと考えます。 

 しかし、だからどんどんやって野放図にすればいいんだということでは全くなく、フェ

ールセーフの設計が必須なわけです。これがなかったら、もう人間の知恵は何もない、阿

呆であるという話です。では、そのフェールセーフをどのようにつくっていけばいいのか

ということを下の２つの枠で書かせていただいています。 

 ここで私が申し上げたいことは、実は枠内の内容もさることながら、この２つの枠の違

いです。左側は、あらかじめ検討すべき、すなわちバイデザインで考えるべきポイントだ

と思っています。例えば、エラーが検知できるシステムであること、あるいはエラーから

ユーザーが救済される、例えばコントロール＋ＺでＵｎｄｏができるみたいなイメージで

すけれども、そういうようなこと。あるいは、そういったエラーが発生しないようにそも

そも業務改善、ビジネス・プロセス・リストラクチャリング、ＢＰＲがあらかじめ出来て

いる、設計されているというようなこと。さらに、フォールバック、すなわち、システム

が機能不全を起こしたときに、１つ前のプロセス、例えば人間がもう１回業務をぎりぎり

やりますよ、戻しますよというようなことができるかどうか、こういったことがバイデザ

インとして必要になってきます。 

 一方、やってみてからでないと分からないこともあるわけです。これが右側、ＤＸ／自

動化の取組を進めながら検討すべきポイントの例だと思っています。例えば、説明可能性

を確保するというようなこと、あるいは透明性を確保するということ、この２つは実は結

構難しい峻別ですけれども、私の考えは書いたとおりです。この２つを実現することは当

然必要ですし、作って動かしながらどれくらい説明可能性を高めていくのか、いざという

ときに監査ができるような透明性を持っていくのかということを作った後に改善していく

ということが必要だろうと。 

 あと、当然、テクノロジーの変化に伴って、ついていけない、嫌だよという人間がいろ

いろなところで発生します。この人たちを排除するのではなく、どうやって取り残さない

ようにするのか、抵抗感を払拭していくのか、こういったことが必要で、大体の場合、目

的が不明確であるとか、説明が足りないとか、挙動が不安定だとか、こういったところで
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我々はこのテクノロジーが嫌だなと思うわけですから、こういったところをできるだけ磨

いていく、こういった営みも当然必要になってくるだろうと思っています。 

 まとめますと、自動化は必ず必要ですが、フェールセーフが必ずやはり必要である。そ

のときに、最初から考えましょう、バイデザインで考えましょうというポイントと、やっ

てみなければ分からないけれども、やってみてから必ず改善していきましょうという、こ

のポイントがあると考えています。こういった点に御留意いただいて取組を進めていただ

くといいのではないかと考えております。 

 長くなりましたが、私からは以上です。ありがとうございました。 

【平野主査】  ありがとうございました。それでは、ＴＣＡ宣言を踏まえた取組のフォ

ローアップ及びＤＸ、確認措置について、各社から御発表をいただきます。事業者様及び

団体様ごとに発表いただく内容が異なりますので、資料１の中の５ページ目、先ほど事務

局殿から御説明がありましたけれども、タイトルが「ヒアリングの進め方」というページ

を御覧いただいて、各事業者殿、また、団体殿の担当の範囲というのがそこに記載されて

おりますということです。 

 それでは、議事の（３）事業者ヒアリングに入ります。まず、①としまして、株式会社

ＮＴＴドコモ、経営企画部料金企画室長、株式会社NTTドコモ様から、ＴＣＡの宣言を踏ま

えた取組のフォローアップとして、資料４－１について御説明をお願いいたします。 

【株式会社NTTドコモ】  プレゼンの機会をいただきまして、ありがとうございます。そ

れでは、資料４－１に従って御説明させていただきます。利用者理解の向上に向けた取組

状況についてです。 

 １－１を御覧ください。昨年の消費者保護ルールの在り方に関する検討会で御議論いた

だいた内容を踏まえまして、大きく２つ新たに取組を開始しております。一つは、お客様

の利用用途の把握の再徹底、もう一つが契約内容の再提示の取組というところで、2025年

９月から開始をしております。１点目について、左下、資料のところで示しておりますけ

れども、こちらのＴＣＡ宣言を踏まえまして、代理店に対して利用用途の把握の再徹底の

周知・依頼をしております。２点目、契約内容の再提示につきましては、契約内容の最終

確認時に契約内容や料金が記載された書面を再提示しまして、要望に応じて再度説明を実

施することで契約者の理解促進を図ることができるようにということで運用を変更してお

ります。 

 具体的なイメージにつきましては、次のスライドでお示ししております。こちらの図の



 -17-

左から２つ目のところ、「ドコモからのご案内」という重要事項の説明ツールの最後の裏表

紙の面のピンク背景部分において、スタッフからの説明は御理解いただけましたでしょう

か、もし御希望のお客様がいらっしゃったら再度御説明させていただきますので、御不明

点がございましたらお気軽にスタッフへ申してくださいということを書いており、こちら

で御希望がある方には再度御説明をさせていただくという運用を実施しております。 

 次のスライドです。こちらは９月から運用を開始しておりまして、スタッフにどのよう

な声があるのかというところをこちらのスライドで御紹介をしております。店頭スタッフ

からは、再提示の運用を評価するという声が基本的には多かったです。良い点としまして、

今までも最終確認をしていたけれども、重要説明事項ツールに赤く目立って表記すること

で意識が上がって、案内漏れが防げますというような声とか、もしくは再確認をするタイ

ミングが明確化されたということで、お客様からも声をかけやすくなったのではないかと、

そういうような声もありました。 

 一方で、改善を求める声もございまして、もう少し再提示する帳票をお客様目線で分か

りやすくしてほしいというような声もございました。こういうような声も踏まえまして、

ドコモとしましては、契約内容や料金を１枚の書面でもう少し分かりやすくできないかと

いうようなことを検討しているというところとなっております。 

 ４－１につきましては以上となります。 

【平野主査】  ありがとうございました。引き続き、今度はＤＸ及び確認措置といたし

まして、資料４－２について御説明をよろしくお願いいたします。 

【株式会社NTTドコモ】  それでは、続きまして、４－２につきまして、御説明をさせて

いただきます。確認措置とＤＸの活用状況についてです。 

 スライド１枚目です。確認措置の状況についてですが、確認措置につきましては、法令

にのっとり、対応を実施しているところです。確認措置の適用には厳密な要件があるわけ

ですが、そちらの適用対象とならない場合であっても、お客様の申告内容に応じて確認措

置に準じたという形で対応を行うなど柔軟な対応を実施しております。 

 次のスライドです。ＤＸの活用状況について、対お客様、対スタッフの２つの方向で次

の２枚のスライドで御説明させていただきます。まず、対お客様についてです。契約手続

についてですけれども、基本的には店頭でお手続きいただけるものにつきましては、原則、

全てオンラインでも手続可能となっております。また、2023年の２月からドコモのオンラ

イン窓口を開始しておりまして、移動通話等でオンライン手続のサポートや各種相談も可
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能となっております。オンラインで手続をされたいけれども少し不安だというような方も

一定いらっしゃると思いますので、そういった方に、オンラインでの手続ということを選

択肢として提示できるようなものになっているのではないかと考えております。 

 次のスライドは、対スタッフへのＤＸの活用として２つの取組を御紹介しております。

まず、１ポツ目ですけれども、こちらは具体的な応対時のスタッフのサポートとしてＡＩ

を活用しているものでして、お客様の契約の状況とかアンケートの結果からＡＩが御案内

内容や御説明内容を自動生成しまして、スタッフの応対をサポートします。これにより、

スタッフスキルの平準化を図ることができているのではないかと考えております。２つ目、

スタッフ不足や習熟度のばらつきを改善するためのＡＩを相手としたロールプレイング訓

練ができるシステムについて、こちらは2025年10月から運用を開始しているものとなって

おります。 

 それでは、おめくりいただきまして、右下の４ページ目、オンライン手続の苦情動向に

ついてです。こちら、御覧のとおりとなっておりまして、苦情の内訳としましては、チャ

ットに関連した内容やサイト表示、キャンペーンに関する苦情が多くなっております。 

 スライドをめくっていただき、５ページ目です。ダークパターンへの対応に関する社内

のチェック体制についてです。オンライン契約手続において画面を新しく作るとき、それ

から画面を変更するときには都度、ダークパターンに限らずですが、各種法令にのっとっ

た設計となっているかというところについては、社内の法務部門や電気通信事業法を所掌

している私たちのような制度部門による確認を実施しています。ここで、法令にのっとっ

ているかどうかというだけではなくて、お客様に分かりやすくなっているのかというよう

な観点でも助言を行っております。また、お客様の声を踏まえた設計につきましては、Ｃ

Ｓ部門からも提案等をさせていただいております。 

 最後に御紹介させていただくのが、契約手続のＤＸ（電子交付優先推奨）についてです。

当社でトライアルをさせていただいた電子交付優先推奨の取組は、2024年12月から全国に

拡大をしております。全国に拡大するに伴いまして、よりお客様に安心して便利に電子交

付を活用いただくために、重要事項説明ツールを改版しまして、ウェブでの閲覧期限等を

明示しております。具体のイメージにつきましては次のスライドで御紹介しますけれども、

取組開始以降の苦情についてもほとんど発生していないという状況になっております。 

 最後のスライドは、重要事項説明ツールの改版の内容の御紹介となっております。左の

赤い枠組みのところにあるように、電子交付と紙とどちらでもお選びいただけますという
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ふうに明示をした上で、よろしければ電子交付をお勧めしていますというふうにしており

ます。その下のところに閲覧可能期限について54か月と記載しているほか、80歳以上の方

については、そうは言っても原則紙でお渡ししますよということ、また、紙が必要になっ

た場合には後日書面でもお渡し可能ですよということで御安心いただけるような記載もし

ております。 

 また、右のほうで御紹介しておりますのは、契約書控えの確認方法が分からないという

方もいらっしゃるかもしれませんので、こちら、ステップごとに御案内させていただいて

おりまして、安心して電子交付をお選びいただくような工夫をしているところでございま

す。 

 以上となります。 

【平野主査】  御説明ありがとうございました。それでは、続きまして、②、ＫＤＤＩ

株式会社シニアディレクター、渉外・広報本部副本部長兼渉外統括部長、山本様から、Ｔ

ＣＡの宣言を踏まえた取組のフォローアップとして、資料５－１について御説明をまずお

願いいたします。 

【KDDI株式会社】  ＫＤＤＩの山本です。それでは、資料５－１で御説明させていただ

きます。 

 まず、スライドの１枚目でございます。こちらはＴＣＡの取組の概要の振り返りでござ

います。こちらは、お客様への対応全体、特に真ん中にある「ご提案」というところの前

の段階、利用用途のヒアリングからしっかりやりましょうという取組、それからもう一つ、

ご提案した後、契約内容の再確認する、こういう３つのステップでしっかり対応するとい

うものでございます。 

 続いて、スライドの２をお願いいたします。こちらは、そういった取組をまずＴＣＡと

して令和７年９月１日より開始すると公表されております。弊社では、このＴＣＡによる

発表に向けた準備として、その前、８月20日に全ての販売店へ、この画面の右側のほうに

なりますが、事前に周知、注意喚起を実施しております。具体的には、お客様自身でしっ

かりと重要事項を御理解いただくためのチェックとか、再度御確認いただきますとか、あ

るいは高齢のお客様には、御家族に内容の確認、内容をしっかりサポートするというよう

なことを取組として販売店に対して周知を行っております。 

 続いて、スライド３を御覧ください。こちら赤枠内は構成員限りになっておりますが、

再提示の書面内容でございます。契約の内容の再確認でございますが、当日、店舗で御契
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約いただいた料金プランとかオプション、それから購入機器等の内容について要約したも

の、これはいわゆるサマリーです。こちらを特に料金の変動の推移、特に料金が変わるタ

イミングについてしっかりとお客様に御理解いただけるように、分かりやすいペーパーを

御用意して記載しているところでございます。 

 こちらの取組のフォローアップについては以上でございます。 

【平野主査】  ありがとうございました。それでは引き続きまして、ＤＸ及び確認措置

としまして、資料５－２につきまして御説明をよろしくお願いいたします。 

【KDDI株式会社】  それでは、資料５－２でございます。最初にＤＸ、そして続いて、

確認措置という順番で御説明をさせていただきます。 

 スライドの２を御覧ください。これはこれまでの活用の状況でございます。従来より弊

社としては、オンライン・オフラインを併用したクイックお手続き、これは画面の左側で

ございますが、これは主に店舗対応でございます。お店に来ていただく前に、事前にお客

様に内容を確認いただくと、こういった取組が左側。それから、右側のほうはオンライン

になりますが、お客さまセンターとかオンラインショップにおけるチャットサポート、こ

ういったところでもＤＸを活用しております。お客様の場合は、ＡＩによるチャットがい

いとか、あるいはやっぱり人間のコミュニケーターがいいですとか、この辺りはお客様に

ご選択いただいて、それぞれこの下のほうにありますが、Ｍｙａｕのチャットとか、ＬＩ

ＮＥとか、ウェブとか、こういったいろいろなツールを使ったチャットサポートにも対応

しているという内容でございます。 

 続きまして、スライドの３を御覧ください。こちらは特にオンラインショップにおける

新たな取組の御紹介でございます。なかなか店舗に足を運ぶことが難しい、といった御事

情がおありの場合などは、オンラインの利用が求められるわけでございます。特に画面の

左側、オンライン購入アドバイザー、これは例えば専任スタッフとお客様と、あるいは別

にお暮らしになられている御家族の方、これを同じ画面を見ながら専任スタッフと相談を

しながら、お客様の具体的なお悩みとかそういったものに御対応するというものが左側で

ございます。 

 右側のオンライン購入ＡＩアシスタント、こちらはお客様のほうでＡＩチャット、ある

いはスタッフに聞く、これも選んでいただいて、やはりＡＩのほうがむしろ気楽だという

お客様もいらっしゃいますので、こういった場合にチャットを活用いただくと、こういっ

た形でお客様のニーズに対応しております。 
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 続きまして、スライドの４を御覧ください。こちらは、お客さまセンターでの新たな取

組についての御紹介でございます。電話とチャットの特徴を融合したオンラインサポート、

生成ＡＩとデジタルヒューマンを組み合わせた取組でございます。ａｕサポートＡＩアド

バイザーと申します。今までは電話とチャットで対応しておりましたが、やはりどうして

もチャットでは文字入力が手間だ、あるいはどうしてもテキストだとなかなかうまくかみ

合わない。こういったことのために、ちょうど今から１年前、昨年の３月でございますが、

電話とチャットを掛け合わせた新感覚サポート、人間らしさを兼ね備えたＡＩアドバイザ

ーで気軽に相談できるといった取組を始めております。 

 続いて、スライドの５を御覧ください。こちらはさらなる改善でございます。先ほどａ

ｕサポートＡＩアドバイザーについて御紹介しましたが、どうしても定型ＡＩでは会話が

成立しにくいといった課題がございます。こういった課題を解決するために、この画面の

右側でございますが、これまでの対応実績を基に開発した自律型ＡＩエージェントによる

対応、これを本年３月、取組を開始しております。先ほどのものは主だった通信サービス

には対応しておりますが、こちらはａｕＰａｙとか、Ｐａｙカードとか、まずは慎重に導

入をして、徐々に主なサービスへ拡大していきたいと考えております。 

 続いて、スライドの６を御覧ください。こちらは、オンライン手続に関する苦情への対

応でございます。お客様からの苦情とか相談というのはいろいろありますが、まず左側は、

名義貸しについての、苦情というよりも相談が多いです。やはり特殊詐欺とか闇バイトと

か、意図せずに犯罪に巻き込まれてしまうようなことが多々ございますので、これは店頭

だけではなくオンラインショップででもこういったことの注意喚起をしているというのが

左側でございます。 

 一方、右側、こちらは、お客様の苦情、お問合せ、これは特に手続とか、請求金額の確

認、こういったものが中心になりますが、これも先ほどから御説明しておりますように、

電話、チャットサポート、あるいはオンライン購入アドバイザー、こういったものを組み

合わせてお客様に対応しているところでございます。 

 続きまして、スライドの７、こちらはダークパターンへの対応でございます。内容は構

成員限りにさせていただいておりますが、消費者保護ルールやダークパターン対策協会の

ガイドラインなどを参考にして、弊社においても社内のガイドラインを策定しております。

先ほど浅川先生からお話のありました、特に入り口と出口、この両方をしっかりとカバー

するようなガイドラインを策定しております。 
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 続きまして、スライドの８を御覧ください。これは契約書面の電子交付の優先勧奨でご

ざいます。特に販売代理店に対しまして、適切なトーク例の周知、画面左側でございます

が、こういったものは推奨、こういったものは駄目と、特にお客様の御意向を確認すると

いうことが大事だということを周知しております。画面の真ん中、これは明示的な承諾の

取得をしっかりするようにというところ。それから、画面右側でございますが、マイペー

ジの閲覧でしっかりと大事なことは確認できますといったことを丁寧に御案内していると

ころでございます。 

 電子交付の優先勧奨に関して苦情申告というのはほとんどないという状況でし、お客様

の重要な紙を紛失するリスクやショップスタッフの負荷の軽減などにも寄与すると考えて

おります。よって、早期に電子交付のデフォルト化を実現すべきと考えております。 

 続いて、スライドの９を御覧ください。こちらは販売代理店におけるＤＸの推進でござ

います。特に人員効率化を図るために、複数店舗間でのリモート接客システム。これはど

ういうことかといいますと、こちらも構成員限りになっておりますが、分かりやすく言い

ますと、お客様がショップに来られたときに、画面越しで専門スタッフがご対応すると、

そういった取組をしております。右側のほうは特にカスタマーハラスメント対策というこ

とで、録音システムを採用しているところでございます。 

 続きまして、スライドの10をお願いします。これはさらなる展開ということで、次世代

リモート接客プラットフォームに弊社としては取り組んでいます。特に多様化するライフ

スタイルということで、お客様が遠隔で接客を受けることが可能になる。特に人口減少・

高齢化という社会的課題、労働力不足などの課題解決にも貢献するということで、ショッ

プでの対応ということだけではなくて、画面左側にありますけれども、電気・ガスとか診

療とか金融とか様々なニーズにお応えできるようなプラットフォームを弊社としては用意

していきたいと考えております。 

 続きまして、スライドの11。ここからは、ＤＸではなくて、２つ目の確認措置でござい

ます。確認措置につきましては、お客様向けに、ホームページ、これは画面左、それから

重要事項説明、これは画面真ん中です。それから、契約書面、これは画面右側です。こう

いった具体的な内容を記載して、丁寧に御説明しているところでございます。 

 続きまして、スライドの12をお願いします。こちらは、お客様がショップとかお客さま

センターに対して確認措置について問合せをいただく場合も、しっかりとお客様に丁寧に

対応できるようなマニュアル、ショップスタッフ向けとか、いわゆるコミュニケーター向
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けのマニュアルとか、こういったものを用意して、お客様に丁寧な説明ができるようにし

ているというものでございます。 

 最後のスライド、13をお願いします。これは電波状況ではなくて、特に店舗での説明が

十分でないといったような、法令遵守が本当にできているのかどうか、こういったものを

お客様からお問合せ等があった場合の、本当はどうだったのかといったことに対して、し

っかりと弊社が店舗へ確認し、お客様へ御説明した上で、丁寧に対応するといったことに

取り組んでいるところでございます。当然でございますが、販売店のコンプライアンス違

反が確認できた場合は、早急に指導等、改善するという取組を行っております。 

 弊社からの御説明は以上となります。 

【平野主査】  御説明ありがとうございました。それでは早速ですが、次の③、ソフト

バンク株式会社渉外本部通信サービス統括部約款・サービス部部長のソフトバンク株式会

社様から、まずはＴＣＡの宣言を踏まえた取組のフォローアップとしまして、資料６－１

に関連して御説明をよろしくお願いいたします。 

【ソフトバンク株式会社】  では、ソフトバンクの平田から、資料に基づいて御説明さ

せていただきます。 

 まず、資料６－１、こちらにつきましては、書面再提示の取組というところについて御

説明をさしあげます。まず、これまでの２社さんのところでもお話がありましたとおり、

ＴＣＡにて2025年９月１日付で「利用者理解の向上のための取組について」というような

宣言がなされております。 

 弊社では、そこに先立ちましてというか、９月１日に向けて、今構成員限りとなってお

りますが、この９月１日の以前、８月２０日に社内に対して、利用者の理解向上につなが

る各種情報が記載されている書面を最後に再提示するという運用を同月から開始しており

ます。そこの資料に記載しているとおり、料金の一覧とか支払い内容の目安をお客様に再

提示をさせていただいて、「内容について、御不明点はございませんか」といったようなヒ

アリングをして、もし万が一何か不明点あるようであれば、その場で解決して、しっかり

御契約いただくというような運用を進めているところでございます。 

 それから、もう１点、ＴＣＡの宣言とかとは関係なく以前からなんですけれども、弊社

では特に高齢者もしくは未成年の方に対しては、電子交付を希望された場合でも、弊社で

は「かんたん帳票」と呼んでいる契約の内容の抜粋したものを印刷でお渡しするような運

用をしております。もちろん今のペーパーレス化の流れの中には改めてどうなのかという



 -24-

話はありつつも、より理解を深めていただくというところの重要性に鑑みて、こういった

運用をしているところでございます。 

 まず、こちらについては説明は以上となります。 

【平野主査】  ありがとうございました。続いて、ＤＸ及び確認措置としまして、資料

６－２の御説明を引き続きよろしくお願いいたします。 

【ソフトバンク株式会社】  では続きまして、資料６－２に基づいて御説明をさせてい

ただきます。 

 まず、いつも弊社では最初に御説明させていただいておりますけれども、我々としては、

まずお客様の声をしっかり真摯に受け止め、製品やサービスの改善につなげていくという

ような取組を続けております。この考え方に基づいて、各ＤＸの活用状況とか、ダークパ

ターンへの対応状況、確認措置についてというところで御説明をさしあげます。 

 まず、ＤＸの活用事例についてです。まず、重要事項説明等の事前オンライン視聴みた

いなものを御案内させていただいており、店頭でもデジタル技術を使った御説明等を行っ

ているところです。また、各種契約手続に関してはオンラインでできるというところにつ

いても、継続して実施しているという状況でございます。 

 それからまた、申込み時のお客様の利便性向上のために、チャットボットを活用したお

問合せ対応とか、あと、オンラインの契約手続というのはどこまでつながっているのかと

いうのは見えにくいみたいなところがありますので、手続の全体が可視化されるような取

組というような工夫を順次しているところでございます。オンラインで御契約される方と

いうのはやはりリテラシーの高い方がやはり多いというようなところもございますので、

今、弊社内ではオンライン手続に関する苦情というのは非常に少ない状況となっておりま

す。 

 続いて、ダークパターンの対応状況についてです。ダークパターンへの対応については、

従前より最終確認画面を設けて、料金等の問合せの多い事項を再掲しております。また、

ダークパターンとならぬように社内チェック、右側の資料にございますが、弁護士や法務

部門、ＣＳ部門、各部門をまたがって社内チェックする体制を整えており、これを継続し

ていく予定でございます。 

 それから、確認措置、最後です。まず、確認措置ということで、キャンセルを申し出て

いただいた場合については、こちらについては、お客様の状況をお伺いさせていただいて

適切に対応しておりますし、状況に応じて柔軟な対応を実施しているところでございます。
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また、ＳｏｆｔＢａｎｋ Ａｉｒと呼ばれる据置き型のＷｉ－Ｆｉサービス、こちらにつ

いては、確認措置ではなくて、初期契約解除制度の対象でございますが、通信契約のキャ

ンセルだけではなくて端末返却についても自主的に受け付けをしており、引き続きお客様

の利便性の向上に努めているところでございます。 

 再掲になりますが、引き続き、弊社といたしましてはお客様の声を真摯に受け止めて、

各種サービス・製品等への改善につなげていきたいと考えております。 

 私からの御説明は以上となります。 

【平野主査】  御説明ありがとうございました。それでは引き続きまして、次は④、楽

天モバイル株式会社渉外本部政策渉外室長の小田様から、まずはＴＣＡの宣言後の取組状

況につきまして、御説明をよろしくお願いいたします。 

【楽天モバイル株式会社】  楽天モバイルでございます。本日は御説明の機会をいただ

きまして、ありがとうございます。では、弊社からまず、ＴＣＡ宣言後の取組状況という

ことで御説明させていただきます。 

 ３ページ目をお願いいたします。ＴＣＡ宣言後の当社における取組状況についてでござ

います。お客様においてサービス内容や提供条件を御理解の上で安心して御利用いただけ

るよう、御来店目的とか用途について丁寧にヒアリングしまして、最適な御説明、御提案

を行うということに努めております。そして、全てのスタッフがこれらの取組を実践でき

るように、マニュアル整備とか研修等を通じて現場での徹底を図っておる状況でございま

す。 

 具体的な取組を一部簡単に御説明させていただきます。まず１つ目としましては、お客

様のニーズを正確に把握するため、ヒアリングツールを当社のほうで用意しまして、御案

内を行っております。 

 ２つ目としまして、お客様御自身の御利用状況に合わせた料金プランを具体的にイメー

ジできるようにということで、料金シミュレーションを用いた御案内を行っております。

弊社におきましては、主要なプランとしては、最強プランというデータ通信の利用量に応

じてプランの料金が変わっていくという、そういったプランを提供しておりますので、そ

れに当てはめるとお客様はどういった料金になるかということをイメージいただけるよう

なツールを用意している次第です。 

 ３つ目に、耳の不自由なお客様とか口頭での御説明だけですと把握が難しいという、そ

ういったお客様に対しても、筆談等多様なコミュニケーションでの御案内を行っている次
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第です。 

 ４つ目、お客様に合わせまして、専門用語を避けまして、ゆっくりと丁寧な言葉遣いで

お客様のペースで話すような説明を心がけるようにということで、ロールプレイを含めて

スタッフのトレーニング等を行っているところでございます。 

 次のページをお願いいたします。御参考までとして、提供条件の御説明内容に対する理

解度を高めることを目的として、店頭での接客におきましては、契約手続の最後に御契約

内容の再確認として、主要なサービス内容とか料金、注意事項等を改めてお客様に提示し

ております。左側は御契約いただいた通信料金・内容のサマリーでして、右側が具体的な

料金が幾らかというところの説明になります。 

 次めくっていただいて、左側が端末購入の詳細でして、右側がオプションサービスの詳

細ということで、この４枚を使って再確認いただくという、そういった手続を行って、お

客様から不明点等があれば、再度御説明させていただくと、そういった取組を行っている

次第です。 

 当社におけるＴＣＡ宣言後の取組状況については以上になります。 

【平野主査】  ありがとうございます。引き続きまして、次は確認措置の認定は楽天モ

バイル様は対象ではないと伺っておりますので、続いて引き続き、ＤＸの活用状況につい

て御説明をよろしくお願いいたします。 

【楽天モバイル株式会社】  続きまして、弊社のＤＸ活用状況について、資料７－１で

御説明させていただきます。 

 次のページをお願いします。ＤＸの活用状況、それから契約手続のＤＸ状況、そしてそ

の他取組状況という順序で御説明させていただきます。 

 ページを２つ飛ばして、ＤＸの活用状況について御説明させていただきます。当社にお

きましては、お客様御自身で各種手続を行っていただける専用アプリ「ｍｙ楽天モバイル」

を提供しております。このアプリを通じまして、新規契約、利用明細の確認、各種契約内

容の変更、さらには解約手続とかＭＮＰ等も可能になっております。この「ｍｙ楽天モバ

イル」によりまして、お客様御自身でいつでも待ち時間なく手続を行うことができる環境

を整備することで、利便性、それから顧客満足度向上に寄与していると、そういうふうに

考えております。また、当社におきましても、コンタクトセンターにおける解決が容易な

応対案件の対応工数をオペレーター現場のほうで削減しまして、逆に非常にお客様と膝詰

めでお話しして解決しなければいけないようなお困り事とか御相談への対応に注力できる
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と、そういったことで運営体制の最適化を実現できている次第です。 

 店舗での契約手続におきましては、主にタブレット端末を用いまして、対面での御説明

を原則としております。御説明さしあげた内容とか契約内容を記載した書面をお持ち帰り

いただく対応としております。なお、お客様から御希望があった場合には、タブレット端

末ではなくて、紙面を用いた御説明も当然ながら対応させていただいているといった次第

です。 

 それから、店頭におきましては、オンラインでの接客も、端末を用意しまして御提供し

ています。こちらはビデオ通話を使いまして、オペレーターの者と相談しながらお手続い

ただけるといった「お申込みサポート」を導入しております。これによりまして、店舗が

非常に混雑している際でもお客様の待ち時間短縮に貢献していると、そういった取組でご

ざいます。 

 次のページをお願いいたします。次に、当社のお客様コンタクトセンターの取組につい

て御説明させていただきます。お客様のお問合せに対しまして、電話応対に加えましてＡ

Ｉのチャットボットが対応したお問合せ対応を実施しております。チャットボットは当然

ながら24時間365日御利用いただけまして、お客様の疑問とか問題を迅速に解決するとい

うことを目指しております。これによりまして、お客様御自身で自己解決を促進しまして、

コンタクトセンター側においては混雑緩和に貢献していると、そういった取組でございま

す。 

 ＡＩチャットボットで問題解決に至らないお客様につきましては、速やかに有人チャッ

トに移行しまして、専門のオペレーターが引き続き応対するということで、お客様が確実

な問題解決ができるようにということで取り組んでまいります。 

 次のページをお願いいたします。続いて、契約手続のＤＸでございます。 

 次のページをお願いします。オンラインでの契約・解約における苦情の類型等を構成員

限りで左側にお出ししておりますというところです。利用者のトラブルを防止するために、

お客様が料金確認とか、御契約内容の変更、それから解約手続を円滑に行えるよう、当社

の「ｍｙ楽天モバイル」アプリを提供してございます。お客様はアプリを通じまして御自

身の契約状況や利用状況を確認いただけると、そのよう手続もしていただけるといったも

のでございます。アプリを御利用いただいても問題解決がしない、あるいは何らか別の問

題が発生する、それからそもそもアプリのログインとかがうまくいかないと、そういった

お客様につきましては、コンタクトセンターにてしっかりサポートさせていただくと、そ
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ういった構えになってございます。 

 次のページをお願いいたします。契約書面の電子交付につきましてです。全てのお客様

に電子交付の書面閲覧、それからダウンロードを可能としております。その上で、お客様

御自身の御意思に基づきまして、紙面交付、紙のほうが欲しいということであれば、我々

のほうで提供さしあげると、そういった取組をしてございます。お客様の選択画面におき

ましては、電子交付をデフォルトとする優先勧奨を実施しておりますが、当然ながら、後

日でも紙面で欲しいというお客様に関しましては、御連絡いただきましたら郵送にてお送

りさせていただくと、そういったことも対応してございます。それから、電子交付をさせ

ていただいた書面につきましては、基本的に閲覧期間の制限はなくて、お客様はいつでも

ウェブページ、あるいはアプリから閲覧、それからダウンロードができるということで、

当社として仕組みを提供してございます。 

 次のページをお願いいたします。その他取組状況についてでございます。特にダークパ

ターン関連ということでまとめさせていただいております。当社におけるウェブサイト、

それからアプリ等の画面制作につきましては、情報の正確性、それから適法性の確保の観

点から、第三者視点も含めて多角的に確認するという体制を構築しております。詳細は構

成員限りとさせていただいておりますが、制作部門だけではなくて、社外メンバーによる

チェックとか、関連するほかの部門も独立した形でそれぞれチェックをしまして、クロス

チェックをした上で公開すると、そういった流れになってございます。その確認要素の一

つとしまして、ウェブサイトとかアプリにつきましても、ダークパターンとなり得る表現

がないかということについてもあらかじめ確認した上で、利用者向けに公開するというこ

とでルールとしまして運用としても実施している次第でございます。 

 当社からの本日の説明は以上でございます。ありがとうございました。 

【平野主査】  御説明ありがとうございました。それでは続きまして、⑤ソニーネット

ワークコミュニケーション株式会社渉外部渉外室室長、中尾様から、ＤＸとしまして、資

料８について御説明をよろしくお願いいたします。 

【ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社】  ソニーネットワークコミュニ

ケーションズの中尾と申します。そうしましたら、弊社の御説明をさせていただきたいと

思います。時間も限られているので、御説明に進ませていただきます。 

 まず、右肩１ページ目でございます。まず、契約・解約及び利用者トラブルに関するＤ

Ｘの取組について、御説明をさせていただきます。弊社では、デジタル技術による利便性
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の向上と、有人対応への円滑な連携を両立する体制を構築しております。契約・解約手続

につきましては、オンラインで受付を行いまして、チャットボットやＦＡＱを活用するこ

とで24時間体制の自己解決の導線を整備しております。また、お客様情報のデータベース

と連携した動的な案内を行い、解決に至らない場合には、会話履歴を引き継いだ上で有人

チャットへ接続しております。 

 一方で、ＩＴリテラシーなどの差異によりまして内容が十分に伝わらず、苦情につなが

るケースがあることを課題として認識しております。今後は、生成ＡＩの活用も検証し、

より、理解しやすい説明手法の実現を目指してまいります。 

 ２ページ目になります。次に、販売体制及び代理店管理に関する取組を御紹介いたしま

す。販売代理店向けの研修コンテンツをｅ－ラーニング化し、受講状況をシステムで一元

管理する取組を行っております。また、代理店がお客様の申込みステータスを確認できる

システムを提供し、適正な進捗管理を支援しております。説明品質の面では、口頭説明の

ばらつきを防ぐため、テキストや動画による説明を提供し、品質の標準化を図っておりま

す。併せて、お客様御自身の端末で内容を確認し、申込みを完結していただく仕組みによ

り、意図しない契約の抑止につなげております。 

 ３ページ目になります。続いて、契約書面の電子交付及びウェブ表示に関する取組です。

ウェブ販路では、契約内容を即時に確認できる利便性から、電子交付の優先勧奨を行って

おります。申込み時には、約款等を表示した後、申込み確定ボタンのすぐ上に同意チェッ

クボタンを配置し、見逃しの防止措置を講じております。なお、電話勧誘では電子交付は

行っておりません。契約後はマイページにていつでも閲覧・ダウンロードが可能で、解約

後も一定期間はこれを確認できる仕組みとしております。また、消費者様の誤認や意図し

ない契約を防ぐため、景表法等に準拠した当社独自のガイドラインを策定・運用し、ユー

ザーインターフェースの改善を継続しております。 

 以上、御報告になります。 

【平野主査】  ありがとうございました。続きまして、⑥テレコムサービス協会ＭＶＮ

Ｏ委員会消費者問題分科会主査でいらっしゃいます井原様から、資料９、ＤＸとしてＭＶ

ＮＯの取組状況につきまして、御説明をよろしくお願いいたします。 

【テレコムサービス協会ＭＶＮＯ委員会】  それでは、テレコムサービス協会ＭＶＮＯ

委員会の井原でございます。資料９に基づきまして、ＭＶＮＯの取組状況について説明し

ます。 
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 ２から６ページは、テレサ協やＭＶＮＯ委員会の概要となっていますので、説明は割愛

いたします。 

 ７ページを御覧ください。契約等におけるＤＸの取組状況について、ＭＶＮＯ各社へヒ

アリングを実施し、14社より回答を頂戴しました。 

 その説明をさせていただきます。８ページを御覧ください。ＤＸの活動状況、特にオン

ラインでの接客や契約手続のデジタル化について説明します。14社のうち提供済みまたは

一部提供としている事業者は、合わせて10社となっております。効果としては、利便性の

向上や店舗・電話手続の削減による業務の効率化が挙げられます。一方で、課題も浮き彫

りになっております。非対面ゆえに、重要事項の読み飛ばしリスクやＩＣチップ読み取り

等の操作ハードルといった、ＩＴリテラシーの壁による理解不足が課題となっております。 

 ９ページを御覧ください。利用者トラブル防止におけるＤＸの活用についてです。チャ

ットボット等のＤＸ活用の導入状況は、６社が既に提供を開始しています。効果としては、

24／365の対応が可能になったことで、ユーザーの疑問を早期に解消し、サポート部門の負

担軽減に大きく貢献しています。しかし、運用現場ではコストと制度のバランスが課題と

なっております。 

 10ページを御覧ください。オンライン手続における苦情の類型を整理しております。苦

情の内容は、難解な用語や導線の不透明さといったＵＩに関するものから、キャンペーン

条件や重要事項の読み飛ばしによる、情報提供・理解不足などです。その他課題としまし

て、ＭＶＮＯは事業者によって規模が大きく異なり、また、提供方法も異なっている場合

が多いため、現状では事業者ごとに苦情の定義やカウント方法、分類基準がばらばらであ

り、利用者トラブルの全体像を定量かつ客観的に可視化・比較することが極めて難しいと

いう状況です。実効性のある消費者保護施策を検討するために、今後、報告様式や類型の

標準化、統計管理の徹底を業界全体で促していく必要があるかと考えております。 

 11ページを御覧ください。利用者トラブルを未然に防ぐための具体的な措置についてで

す。現在は申込み時の多段階確認や解約時の導線明確化などＵＩ・ＵＸの工夫が主流とな

っています。具体的には、重要事項を読み飛ばさないように、「理解しました」のチェック

ボックスを必須とするロジックや、マイページのトップに解約リンクを設置し、完了まで

のステップを可視化するなどの対応が行われております。 

 12ページを御覧ください。契約書面の電子交付の状況です。ヒアリングの結果、契約書

面の電子交付については各社が実施済みです。多くの事業者が優先的に電子交付を推奨し
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ており、ウェブ申込みフォーム上でのチェックボックスによる明示的な同意取得が一般的

です。なお、電子交付に起因する苦情は、全社共通で発生していないという結果でした。

また、閲覧期間ですけれども、マイページを通じて、解約後も３か月から１３か月といっ

た長期にわたり閲覧・ダウンロードが可能な環境が構築されております。 

 13ページを御覧ください。最後に、ダークパターンへの対応でございます。14社のうち

８社が既に対応済みと回答をしております。各社とも非常に高い意識を持って取り組んで

おります。事業者対応例を紹介します。中立的で透明性の高いＵＩ設計を基本方針とし、

事業者に都合のよい選択肢をあらかじめ選択しておく事前選択の回避や、解約・退会手続

の簡素化の実施、また、利用者の意思決定を不当に誘導したり、誤認を招くような強調を

避けることでユーザーが自身の意思で適切に選択できる環境づくりを実施してなどが挙げ

られております。 

 説明は以上でございます。ＭＶＮＯ委員会では、引き続き業界全体の課題の整理を行い、

問題改善に向けた議論や情報提供を実施してまいります。以上でございます。 

【平野主査】  ありがとうございました。続きまして、⑥テレコムサービス協会ＦＶＮ

Ｏ委員会消費者関係タスクフォース主査でいらっしゃいます岡本様から、資料10、ＤＸに

関する取組について、御説明をよろしくお願いいたします。 

【テレコムサービス協会ＦＶＮＯ委員会】  ＦＶＮＯ委員会の岡本です。そうしました

ら、資料10に沿って御説明させていただきます。 

 まず、４ページ目になります。ＦＶＮＯ委員会の各社にヒアリングを実施しまして、記

載の８社から回答がございましたので、そちらについて御報告させていただきます。まず、

勧誘、販売、契約、解約におけるＤＸの活用ということで、８社中４社がＤＸを活用して

いるということです。 

 続きまして、活用方法としては、店舗での申込みとか、オンラインでの契約手続、あと

は、問合せ窓口の対応等で活用している状況で、業務効率のアップとか処理速度の向上と

いったところで効果が出ているということです。 

 一方で課題になりますけれども、高齢者だったり、リテラシーの低いユーザーへの対応

という部分が難しいといった点や、ＦＴＴＨサービスですと、利用する建物など環境によ

って複雑な案内が必要になったりといったケースがあることから、利用者が自己解決でき

るような継続的な改善が必要というところ、また、開発コストや運用コストが発生する部

分が課題となっております。 
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 続きまして、８ページ目、利用者トラブルを防止するための取組というところで、こち

らは８社中６社が実施というところです。クレームの要因分析とか、あとは問合せ窓口の

チャットボット、また、ＦＡＱの自動案内といったところで活用されているということで

す。利便性の向上、対応時間の短縮といったところで効果が上がる一方、次のページの課

題の部分ですけれども、チャットボットの回答精度が低いといったところや、複雑な案件

への精度の部分といった問題がございますので、回答内容の継続的な改善が課題となって

おります。 

 続きまして、10ページ目、オンライン契約・解約における苦情についてです。オンライ

ンで起こっているクレームは、年間数十件程度ということでございます。また、利用者ト

ラブルを防止する措置の状況としましては、チャットボットで解決できず有人対応へ移行

するケースが一定数発生していますので、そういった部分の自己解決率向上に向けて継続

的な改善が必要といったところ、あとは、オンライン手続の透明性の向上といったところ

で、契約・解約時に迷わないよう、ページ内のナビゲーションを簡素化したり、あとは手

続完了までのステップを明確にすることでトラブル防止に努めているといったところがご

ざいます。 

 続きまして、契約書面の電子交付に関してです。こちらは８社中３社が実施ということ

で、３社ともウェブ申込みでウェブでの承諾ということでございました。 

 最後に、ダークパターンへの対応状況です。こちら８社中３社が実施ということです。

契約プランについてお客様が選択できるような対応を取っているというところと、あとは

解約・退会等の簡素化といったところを対応しているという状況でございました。 

 ＦＶＮＯ委員会からは以上になります。 

【平野主査】  御説明ありがとうございました。それでは、皆様、続きまして、議事の

（４）に入りたいと思います。２つに分けて、まず前半としまして、ＴＣＡの宣言を踏ま

えました取組のフォローアップ、これについて質疑応答をしまして、その次に、ＤＸ及び

確認措置に関しての質疑応答というふうに分けていきたいと思います。 

 それでは、まず皆様、最初のほう、ＴＣＡの宣言を踏まえた取組のフォローアップにつ

いて、御質問がある方は、御発言、またはチャットに書き込んで最初にお名前を入れてい

ただいてお願いいたしたいと思います。 

 木村嘉子先生ですね。御意見ですか。よろしくお願いします。 

【木村（嘉）委員】  すみません、木村嘉子と申します。御説明ありがとうございまし
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た。 

 ＴＣＡ宣言ですけれども、ＭＮＯ４社において横断的に検討を進めたというＴＣＡ宣言

を拝見し、各社の既存の取組がよく分かりました。それを発展させたヒアリングシートと

か、より丁寧な説明を行っていこうという姿勢を評価いたします。 

 そこでさらに一歩進めて、私、前からサマリーペーパーと何度も申し上げていますが、

ＴＣＡが中心になってサマリーペーパー、全く同じものができなければ、統一するのが難

しいという御意見もあると思いますが、せめて項目の順番をそろえるなどの作成について、

ＴＣＡによる推進をお願いしたいと思います。そうでないと、総務省による声かけになっ

てしまうと思いますので、まずはＴＣＡ主導でＴＣＡ宣言を進めていただきたいと思いま

す。 

 以上です。ありがとうございます。 

【平野主査】  ありがとうございます。内容というよりも項目だけでもせめてという、

共通化という御指摘も前回ありました。ありがとうございます。 

【木村（嘉）委員】  ありがとうございます。 

【平野主査】  木村たま代先生、お願いします。 

【木村（た）委員】  主婦連合会の木村たま代です。私も同様に、サマリーペーパーは

ＴＣＡ主導で、なかなか難しいこともあるのでしょうけれども、先導して作ってほしいと

思っております。各社の取組が、大変いろいろ工夫しているのはよく分かりました。ただ、

契約時の説明だけではなくて、帰宅後に契約を確認できるように、やはりサマリーペーパ

ー、加えてマイページなどにもきちんと掲載して、ＰＤＦで印刷できるようになるとさら

にいいと思っております。 

 各社について、意見と質問ですけれども、まず、ドコモさんとソフトバンクさんは、再

提示ということですけれども、再提示は、後から、帰ってから分かりにくいのではないか

と思います。 

 ＫＤＤＩさんは、別紙ということで理解してよろしいのでしょうか。説明の中にありま

すが、そのような受け止め方をしました。 

 それから、ソフトバンクさんには回答をお願いしたいのですが、「かんたん帳票」を希望

者に、未成年者や高齢者に渡すということでしたけれども、そうではない方が希望した場

合に渡すことはあるのかとか、今後、とても分かりやすいのであれば、契約時に皆にサマ

リーペーパーのようなものとして渡すことは検討されていないのかということと、この内
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容はウェブでマイページで確認できるかということを回答をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【平野主査】  ありがとうございます。それでは、順番で、ドコモ様とＫＤＤＩ様、最

後にソフトバンク様、それぞれ御回答よろしくお願いします。 

【株式会社NTTドコモ】  ＮＴＴドコモ、福山です。木村たま代先生、御意見ありがとう

ございます。再提示ということで一度御説明した内容の紙をお見せして御説明するという

ことでは分かりにくいということで、スタッフからもそのような意見もありましたところ

ですので、私たちでも分かりやすいものが作れるように今検討しているところです。あり

がとうございます。 

【平野主査】  ありがとうございました。ＫＤＤＩ様、よろしくお願いします。 

【KDDI株式会社】  ＫＤＤＩ、山本です。木村たま代先生、御質問ありがとうございま

す。弊社の再提示書面、これは契約書面とは別紙になります。契約書面は大事なことが網

羅されておりますのでかなり細かい内容になりますが、今お示ししているものは、別にも

う少しサマライズしたものになります。 

 以上です。 

【平野主査】  ありがとうございました。それでは、ソフトバンク様、よろしくお願い

します。 

【ソフトバンク株式会社】  まず、御質問いただきました弊社の「かんたん帳票」につ

いて、希望された方にお渡しすることは可能かというところについては、こちらは御希望

があればとか、あと、お客様の御様子とかを拝見してお渡しできるというような状況にな

っております。 

 また、ウェブでの確認についても、もちろんマイソフトバンクとかいわゆるマイページ

のところに同じものを格納しておりますので、そちらで御確認いただくことが可能です。 

 私からは以上になります。 

【平野主査】  ありがとうございました。牛房先生ですね。よろしくお願いします。 

【牛房委員】  どうも御説明ありがとうございます。昨年度の９月にTCAの宣言をされて、

その宣言に関連する取組を始められていますがこれによる効果、たとえば、苦情が減った

とかについて、現時点で分かるようであれば教えていただければと思います。 

 

【平野主査】  順番でドコモ様からお願いします。 
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【株式会社NTTドコモ】  牛房先生、御質問ありがとうございます。今御指摘いただきま

したように、こちらの運用開始が９月であるということもありまして、まだ数字として苦

情の縮減効果までは確認できるような状況にはございませんが、今後も取組を継続した上

で、引き続き、苦情の推移、苦情の内容等について注視をしていきたいと考えております。 

【牛房委員】  ありがとうございます。 

【平野主査】  ありがとうございます。次に、ＫＤＤＩ様、よろしくお願いします。 

【KDDI株式会社】  ＫＤＤＩ、山本です。牛房先生、御質問ありがとうございます。今

ドコモ様が回答されたこととほぼ同じような趣旨になりますが、まだ現時点で集計はしっ

かりと、特に差分という形での分析までには至っておりません。引き続き注視してまいり

ますが、ただ、感覚としては少なくとも増えているわけではないという状況だと思います。 

 以上です。 

【牛房委員】  ありがとうございます。 

【平野主査】  ありがとうございます。ソフトバンク様、引き続きお願いいたします。 

【ソフトバンク株式会社】  弊社も前の２社さんと同じで、現時点で数字的なものは何

か取れているものではございません。一方で、今後取れるのかという話ですけれども、我々、

他社さんもそうだと思いますが、お客様への説明の取組は、このペーパーの話だけではな

くていろいろな取組を各社やっているものですので、この書面再提示の効果でどこまで何

が来たかというのを明確に出すというのはなかなか難しいところはあるのかなというとこ

ろは考えております。ただ当然、苦情は削減していくべきだというところの思いは変わり

ませんので、引き続き様々な取組を続けていきたいと考えております。 

【牛房委員】  どうもありがとうございます。 

【平野主査】  ありがとうございました。楽天モバイル様。 

【楽天モバイル株式会社】  楽天モバイルでございます。 

弊社におきましても、現時点、具体的な数字として、このぐらい苦情が縮減できたとかそ

ういった効果が見えている状況ではございません。一方で、当社においては従来よりも契

約内容についての説明は非常に丁寧にということでスタッフに周知とか教育等をやってお

ったところ、各社での共通の足並みそろえての取組ということで非常に一段また意識を高

めて取り組めているところがございますので、そういう意味では、苦情の縮減として、ス

タッフの意識向上の観点では、主観的でございますが、効果が一定あったのかなと捉えて

おるところでございます。 
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 以上です。 

【牛房委員】  どうもありがとうございました。 

 

【平野主査】  ありがとうございます。今手が挙がっておりますのが、森先生ですね。

お願いいたします。 

【森委員】  ありがとうございます。私は意見ですけれども、ちょうど２つありまして、

一つは、木村嘉子委員からお話がありましたＴＣＡ宣言の内容です。この内容に従って皆

様、しっかりした説明、より分かりやすい御説明等にしっかり努めていただいていて、状

況は間違いなくよくなっていると思います。 

 木村さんの話ではないですけれども、できるだけサマリーペーパーを統一フォーマット

化していただけませんかということは、私のほうからも申し上げたいなと思っています。

そうすると、透明性が高まる、非常に高くなる一方で、いろいろ、それだけ見て判断され

ては困るというような御意見もあるかとは思います。 

 ただ、やはりそういったことは、世の中的にも、例えば食品成分表示なんかでは行われ

ているわけです。原材料表示は、厳密には質量の多い順番に書かなければいけないことに

なっております。そうしますと、商品自体の様々なバリエーションというか色合いという

かそういうものは捨象されてしまって、捨て去られてしまって、１番、小麦粉、２番、砂

糖みたいなことになってしまいますが、そうしていただくと非常に消費者として分かりや

すいです。 

 また、通信契約の場合、消費者が興味を持っていることというのは、もちろんそれは人

によって私は３番ですとか、私は２番ですとか、私は１番ですとかあるかもしれませんけ

れども、ベストファイブなりベストテンなりで見れば、それはかなり共通している。みん

なが10番のうち必ず３つに興味がある、必ず２つに興味がある、私は７つに興味があると

いうレベルでは、みんな大体10個の中に収まっているのではないかというようなそういう

考え方ができるのではないかと思いますので、ぜひそれを実現していただきたいと思いま

す。サマリーペーパーにおけるフォーマットの統一ですね。今は長い重要事項説明になっ

てしまっているので、ある意味、重要事項説明が形骸化しているのでそれを分かりやすい

サマリーにして、統一フォーマットを目指していただくのがいいのではないかと思ってい

ます。 

 そうしないと、またその次の段階では、皆さんがおっしゃっているように、パッケージ
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問題というのが出てきて、これはもう説明をいくらきちんとやろうとも、契約の中身自体

が複雑過ぎるのだと。したがって、契約の中身自体に介入して、それをシンプルなものに

していこうというふうに一段階進んだ規制になってしまいますので、まずはその表示にお

いて、シンプル化・統一化を図るということを目指していただくべきではないかなと思い

ます。 

 それと若干関係しますが、先ほど、ペーパーを希望者の方には渡す、属性に関係なく渡

すというお話がありました。これも大変結構なことで、今は、いわゆる属性的脆弱性とい

いますけれども、高齢者とか若年者とかそういった属性による脆弱性、これはもちろんな

くなっているわけではなくてあるわけですけれども、それに加えて、普遍的脆弱性、認知

能力の限界とかそういうものが非常に強調される傾向にありまして、誰もが例えば高齢者

でなくても、やはり非常に複雑化していて分かりにくいとか、あるいは、黒坂さんのお話

にありましたように、オンライン契約によってよくも悪くもナッジが仕込まれてしまうと

いうような状況にありますので、誰もが脆弱性を持つ状況にあるかなと思いますので、希

望者にはみんな渡しているよとおっしゃっていただきましたけれども、これは非常によい

ことだと思いました。 

 もう一つ、すみません、２つと言って３つお話ししてしまいますけれども、契約の説明

の中身について店舗のスタッフの方と相談をされるという話がありました。ドコモさんで

すかね。これも非常にいいことなのでぜひやっていただきたいと思います。私の感覚とし

ては、あるいはほかの委員の方もかなり共通だと思いますけれども、やはりフロントライ

ンの店舗スタッフの方とヘッドクオーターの認識がずれている部分はどうしても避け難く

あると思います。 

 ですので、今回は説明内容についての協議みたいなことにはなりますけれども、それを

通じてこれはどう思うか、この説明方法を使えばこれはいいのではないかとか、そういう

議論をスタッフの方としていただくことによって、実際問題、消費者の目の前に立って、

「この人、果たして分かって聞いているかな」と思いながら説明するのはその彼らですか

ら、そこと相談をしていただいて、そうするともしかしたら思いもよらぬ発見もあるかも

しれませんけれども、そこでディスカッションしていただくのは、説明の向上のためには

非常に意味のあることではないかと思いました。 

 以上です。 

【平野主査】  貴重な御意見ありがとうございました。ということで、残りの時間を使
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いまして、最後のＤＸ及び確認措置、これについての御発表に関する御質問、御意見が委

員の皆様あれば、よろしくお願いいたします。 

 吉永先生、よろしくお願いします。 

【吉永委員】  吉永と申します。各社皆様、御説明ありがとうございました、前半の御

説明も大変参考になりました。 

 私から伺いたいのは、確認措置、それから関連して初期契約解除制度、こちらのほうに

ついて御発表いただいたのは、ドコモさん、ＫＤＤＩさん、ソフトバンクさんの３社だっ

たと思いますので、そちら対象でお伺いさせていただきたいと思います。すみません、ど

この会社だったかというのを正確に覚えてないですが、確認措置のところの御発表の中で、

確認措置というのは、これに当たって解除ができる場合が限定されている、電波が届かな

いとかだったと思いますけれども、そういった要件があるが、厳密に当たらなくても対応

しているというお話があったりとか、あと、初期契約解除制度のほうになると、こちらは

通信契約には適用できて、端末にはそれは当たらないけれども、端末返却も自主的に受け

付けているんだというようなお話があったところでして、私、法律をやっているのですが、

何となく面白い現象だなと思って伺いました。 

 つまり、法律をつくる人間としては、何となく企業さんの利益なんかもバランスを取っ

てせっかく要件を厳密にしたりとか効果を絞ったりとかしていますが、現場だともしかし

たら、制度が幾つか種類があって、こっちだと何か要件を絞れるんだ、だから、解除に応

じなくていいんだというルールがあっても、何か現場ではそれを使いにくいのかもしれな

いとか、解除についても、この契約は解除できるけれども、この契約は解除できませんよ

というような対応というのが何か現場だとコストを生じるのかなというふうな感想を持ち

ました。 

 少しざっくりした質問の仕方で申し訳ないですが、そういう私の感想というのは企業さ

んとしてやっぱり感じるものでしょうか。つまり、制度が分かれていると、それは企業さ

んの利益というか、解除されない範囲を確保しようと思ったことだけれども、逆にコスト

を生じさせてしまうということはあり得るものでしょうかということについて少しお話を、

できる範囲で構わないので、聞かせていただけると大変ありがたく思います。どうかよろ

しくお願いいたします。 

【平野主査】  ありがとうございます。画面を見ますと、恐らくドコモ様とソフトバン

ク様かな。ドコモ様、どうでしょう。自主的に、条件を満たしていなくても確認措置対応
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していますと。それをしないと苦情が増えてかえってコスト高になるとか、区分けするの

が困難な現場で、それがコストですとか、何かそのような背景等があれば御教示いただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

【株式会社NTTドコモ】  吉永先生、御質問ありがとうございます。私の把握している範

囲では、今おっしゃっていただいたような、かえってコストが生じているというようなこ

とは生じていないかなと思います。基本的には、こちらの確認措置の適用対象なのか対象

でないのかというところでしっかりと分けた上で対応するというのが原則の対応になって

おります。そうは言ってもいろいろな個別の事情がございますので、この個別の事情を見

ると、さすがにこれは確認措置に準じたような対応をさせていただくのが、ほかのお客様

との関係においても別に公平性を害しないといいますか、そういったことで対応できるだ

ろうというようなものは柔軟な対応をしているのですが、その範囲にとどまっております

ので、今の制度の運用のところで何か困っているようなところがあるというわけではない

というのが、当社の現状かなと考えております。 

【吉永委員】  そうすると、柔軟な対応といったときに、かなり柔軟なものを想像して

しまいましたが、むしろ「準じた」というほうに力点があるというふうに理解をいたしま

したけれども、そういうことですかね。 

【株式会社NTTドコモ】  そうですね。多くのものを柔軟に対応していますというよりは、

個別のケースによっては、ただもう、これは確認措置の適用対象じゃないから駄目だと突

っぱねるのではなくて、そうではない対応をすることもございますというようなニュアン

スでございます。すみません、説明が足りず。 

【吉永委員】  ありがとうございます。 

【株式会社NTTドコモ】  ありがとうございます。 

【平野主査】  引き続きソフトバンク様のＡｉｒの件で何かございますか。 

【ソフトバンク株式会社】  ソフトバンクの平田でございます。弊社のほうは、そうい

う意味だとドコモさんと少し状況が違うかなというところもあります。どちらかというと、

今吉永先生がおっしゃっていただいたような一つ一つ使い分けるというところよりも、Ｓ

ｏｆｔＢａｎｋ Ａｉｒもモバイルも同じ店頭で受けているというところがございますの

で、その中でのオペレーションの統一化とか全体的なお客様への説明、例えば何でモバイ

ルはできるのにＡｉｒはできないとか、そういったような問合せに対応を考えると、統一

的な運用にしておくほうがいいだろうというのが現時点での状況です。 



 -40-

 もちろんこの確認措置とか初期契約解除の制度が導入されたときには、どういったよう

なお客様のお申出があるかというのが分からなかった状況だったので、なるべく厳格に対

応できるようにというようなお話を多分させていただいていたと思いますが、実際オペレ

ーションしていく中で、思ったほど無理なキャンセル要求みたいなものというのは発生し

てないよねというようなところが見えた中で、全体のオペレーションとして落ち着いてい

ったというふうに御理解いただければと思います。 

 以上になります。 

【吉永委員】  ありがとうございます。御事情大変よく分かりました。ありがとうござ

いました。 

【平野主査】  あと、ＫＤＤＩさんは、何かあれば御意見等を参考でいただければと思

いますが、どうでしょう。 

【KDDI株式会社】  ＫＤＤＩでございます。弊社としましても、先ほどドコモ様からお

話がありましたとおり、初期契約解除、それから確認措置、それぞれ制度の目的がござい

ますので、基本的にはその目的なりルールに基づいて対応させていただく。とは言うもの

の、個別の個々のケースに応じて、個別にどうしても検討せざるを得ない場合については、

個々に判断するという対応をさせていただいております。 

 以上です。 

【吉永委員】  ありがとうございます。 

【平野主査】  ということですね。あとはお三方。時間の関係でどうしましょう、順番

でいくと、木村たま代先生、木村嘉子先生、最後に浅川先生ですが、木村たま代先生、ど

うでしょう。ありますか。 

【木村（た）委員】  すみません、よろしいですか。今日もう時間過ぎていますね。す

みません。 

 先ほどのソフトバンクさんの「かんたん帳票」の件は、私が返答できなかったのですが

ぜひ契約者全員に渡すようなシステムに変えていただきたいと思っています。 

 あと、ＤＸに関してですけれども、苦情が少ないと各社さんの説明にありましたが、オ

ンライン手続が一般化されると、リテラシーの高い人ばかりではなくて、苦情が増えるの

ではないかと私は懸念していまして、そこの対応を今後どうしていくのかということも今

後お願いしたいと思います。 

 それから、契約されたいオプションがマイページの中に広告で出てきます。どこの事業
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者さんとは言いませんけれども。やっぱりこれはダークパターンであると思います。ダー

クパターンというのは悪徳事業者だけではなくて一般事業者にもありますので、利用者目

線での対応をしていただきたいです。 

 もう一つは、初期契約解除と確認措置についてですけれども、あの当時、これは消費者

保護の第一歩だと施行されましたけれども、結局見直しがないまま10年経ってしまいまし

た。状況も変わっていますので、ぜひ私は見直しが必要だと思っています。 

 利用者として、苦情として相談はしないまでも、やはり不安なことはまだすごくありま

すし、分からないまま利用している方は多いと思います。そういった方は、何か変だなと

思っても、自分が悪いからと不満を抱えたまま利用していると思います。そうした方を救

うためにもぜひ見直しをしていただきたいと思います。 

 以上です。 

【平野主査】  御意見、御要望を伺いました。ありがとうございました。 

 浅川先生は退室されたということで、最後のお一人なので、木村嘉子先生、よろしくお

願いします。 

【木村（嘉）委員】  すみません、木村嘉子です。よろしくお願いいたします。 

 確認措置についての御報告ありがとうございます。実は確認措置による契約解除という

のはいまだに物すごく分かりにくく、消費生活相談現場でも、これが確認措置による解除

の対象か否かと右往左往することがあります。各社の御報告を拝見すると対応していると

の御回答ですが、消費生活相談現場では、解約したいという御相談ばかり入るので、確認

措置とは何ぞやという御説明をしたり、適合性の原則から、心を鬼にして悲しい気持ちで、

御希望に沿えないという御説明もしているという実態があるということをお分かりいただ

きたいと思います。そしてまた、代理店は、キャリアに確認措置による解除を認めてもら

えないと死活問題になることもあるので、この分かりにくい仕組みを今後再検討していく

時期に来ているのではないかというのが私の意見です。 

 それからもう１点、ＤＸに関してです。各社とも、オペレーターの格差解消や、顧客へ

の適正なサービス紹介などにＡＩ・ＤＸが役に立つというご意見には大賛成です。しかし、

木村たま代さんがおっしゃったように、消費生活相談現場では、デジタルデバイドの問題

があります。超高齢社会なのでシニアからのご相談が増えていることからＡＩを使っても、

ＡＩだからこそ、ＡＩチャットとのやり取りで不慣れであることをキャッチして、オペレ

ーターに替わるという仕組みをどんどん構築していっていただきたいと思います。 
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 以上です。ありがとうございました。 

【平野主査】   

皆様、貴重な御意見、御質問等ありがとうございます。積み残しの部分がもしあれば、事

務局のほうに電子メール等でいただければと思います。 

 それでは、本日これにて閉会したいと思います。御協力、御参加ありがとうございまし

た。 

 

 


